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01 前回のまとめ 令和４年５月２７日 第１回懇談会 概要

１

マンションの経年変化に対応した維持管理の適正化を早期に促す必要がある
⇒ 高松市マンション管理適正化推進計画を策定し、認定制度の創設に向けて取り組む

・ 高松市の人口に占めるマンション数は近隣都市より多く、
高経年マンションの推移も国全体より高い傾向にある

・ 全体的に、マンションの管理状態（管理会社委託率、総会
実施状況等）は悪くないが、大規模修繕の実施率は低い

・ 管理組合の困りごとは「住民の高齢化」、「役員のなり手
不足」、「修繕積立金不足」が多く、国全体の状況と似通っ
ている

・ 管理実態が把握できていないマンション多く（アンケート
未回答）、管理不全が生じている可能性がある

(戸)
(戸)



01 前回のまとめ

２

● 第１回懇談会で出された意見

① 人口減少下においても、今後もマンション建設が続く見込みであり、供給過剰なのではないか。
② 県外のマンション建設業者が、地価が安い高松市に進出して建設しているとのテレビ報道があったが適正な供給と
なるよう規制すべきではないか。

〇 本市では、持続可能なまちづくりを目指し、集約型の「多核連携型コンパクト・エコシティ」を推進しています。
〇 現在、市内中心部に多くのマンション建設が進められている状況は認識しているところでありますが、マンションは、
利便性が高い場所を高度利用し、居住機能の集積を図っているものであり、本市が目指すまちづくりの理念に反してい
ると、一概にいえるものではないと考えています。

〇 また、マンションに対する規制等を行うことについては、開発が郊外や市外ににじみ出すことも想定され、望むべき
都市構造からかけ離れていく可能性もあることから、マンションの在り方については、慎重に検討を進めていくべき課
題であると認識しております。

〇 しかしながら、高経年マンションが適正に維持管理されなかった場合においては、居住者の居住環境などに悪影響を
及ぼす可能性があります。

〇 そのため、国はマンション管理適正化法を改正し、マンション管理組合や居住者の方々に、適正な維持管理を促すと
ともに、管理適正化の意識の向上を図ることを目的として、地方公共団体がマンション管理適正化推進計画を作成で
きるようにしました。

〇 このようなことから、本市では、この法の趣旨に則り、本市が抱える課題解決に向けた計画を策定することとします。



02 計画の構成【目次】

３

● 国が示す基本方針に即すとともに、本市の実情を踏まえた、課題解決に向けた計画とします。

国の基本方針 高松市マンション管理適正化推進計画

① 管理の適正化に関する目標

② 管理状況を把握するための措置

③ 管理適正化の推進施策

④ 管理組合による適正化指針

⑤ 啓発及び知識の普及

⑥ 計画期間

⑦ その他適正化に必要な事項

第１章 マンション管理適正化推進計画の目的等

第２章 現状と課題

第３章 目標と具体的な施策展開等

第４章 高松市マンション管理適正化指針

第５章 計画の推進に向けて

計画の背景、目的、位置付け、計画期間

適正化法改正の概要、マンションストック等の状況、実態調査、課題

基本的な考え方、各目標と具体的な施策展開 、施策の目標値

基本的方向、管理組合・区分所有者等が留意すべき事項 、管理委託

外部団体との多様な連携強化 、計画の進行管理

⑥

④

⑦

①②③⑤



03 計画の目的等【第１章】

■計画の背景・目的

○マンションは、市内の中心市街地や駅周辺等の利便性が高い場所を
高度利用し、居住機能の集積を図っているものであるため、本市が目
指すコンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりの理念に反する
ものではありません。

○ その一方で、高経年マンションが適正に維持管理されず放置された
場合、居住者の居住環境のみならず、市民生活に悪影響を及ぼす可能
性があります。

〇 全国的にこれらマンションをめぐる問題が顕在化しており、国で
は、令和２年６月に「マンション管理適正化法」を改正し、地方公共
団体が「マンション管理適正化推進計画」を作成できることとなりま
した。

○ 本市においても、マンション管理組合が抱える課題の解決等に向
け、効果的な施策を展開していくとともに、管理組合や居住者の方々
に対し、適正な管理を促すとともに管理適正化の意識の向上を図って
いくため、「高松市マンション管理適正化推進計画」を策定します。

■計画期間

令和５(2023)年度～１４(2032)年度の１０年間とし、必要に応じて、適宜、見直しを行うこととします。
※ 住生活基本計画（令和４年～１３年度）の見直しの際に対応できるよう、開始時期を１年遅らせています。

一戸建

55%

共同建(分譲マンション)

9%

共同建(賃貸マンション等)

31%

長屋建
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その他
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04 現状と課題【第２章】

管理運営などに対する関心が低く、必要な情報が得ら
れていない管理組合が多い

現 状（１）

課 題

〇 管理実態の把握が不十分である

市内のマンションの実態調査（アンケート結果）

現 状（２）

課 題

管理組合で困っていること（高松市）

〇 管理組合の運営や維持管理に対する関心が低い

〇 把握できていないマンションが、既に管理不全に陥って
いる可能性がある

アンケート未回答の割合が高い 「管理組合の役員のなり手不足」が困りごとの上位にある

管理実態が把握できなければ、適切な支援につなげられ
ない

〇 管理組合の運営に必要な知識が不足している

５

実態未把握マンション：
196棟（47％）

⇒ 管理不全（予備軍）が潜んで
いる可能性がある

２次調査回答数：224棟（53％）



04 現状と課題【第２章】

現 状（３）

課 題

管理状態に関する情報が把握困難で、市場流通の妨げに
なっている可能性がある

〇 持続的なマンションの良好な維持管理が必要である

現 状（４）

課 題

管理会社に委託しているマンションの多くは管理状態が良好
だと推測されるが、把握ができない。

市内のマンションの実態調査（アンケート結果）から抜粋

75%
2%

23%
管理会社委託状況

管理会社に委託
自主管理
回答なし

5%

43%52%

総会の頻度

年に数回 年に1回

回答なし

53%

0%（1棟）

47%

修繕積立金の有無

あり なし 回答なし

47%

5%

48%

長期修繕計画の有無

あり なし 回答なし

市内のマンションの実態調査（アンケート結果）から抜粋

〇 適切な管理水準を満たしていないおそれのあるマンショ
ンが存在している

長期修繕計画が無く今後の作成予定も無いマンション、また、
これまで大規模修繕を実施していないマンションがある

専門家の知見や経験による支援が必要である

45%

7%

48%

大規模修繕実施状況
（築15年以上）

実施している

実施していない

41%

32%

27%

長期修繕計画の作成予定

（現在計画なし）

作成予定 予定なし 回答なし

〇 管理状態に関する情報が開示されていない

６

〇 マンション管理に必要な知識等が不足している



05 目標と具体的な施策展開等【第３章】

目標（１）マンションの管理状況の把握の推進
管理組合の実態やニーズを把握して適切な支援をするため、定期的にマンション管理組合を対象に実態調査を行う

施策：アンケート及び実態把握調査の実施

目標（２）マンション管理の適正化に関する啓発及び知識の普及
マンション居住者や管理組合に対して、意識の醸成や管理運営に必要な専門的情報の発信を行う

施策：マンション管理相談会やセミナー等の実施

目標（３）既存マンションが市場で適正に評価されるための支援
管理状況が市場において評価され既存マンションの流通促進を図るため、適正な管理を行うマンションの管理計画

を認定する
施策：マンション管理計画認定制度の運用

目標（４）管理不全を予防するための支援
管理組合の停滞の兆候が見られるなど、支援が必要なマンション管理組合に対して専門家の派遣を行う

施策：マンション管理専門家派遣の実施

●現状と課題を踏まえ、４つの目標を定めて各施策を実施します。

７



● 本市が取り組む施策の指標と計画期間内（１０年間）の目標値を設定します。

目 標 施 策 指 標
令和４年度

までの実績値

令和１４年度

末の目標値

（１）マンションの管理状況
の把握の推進

アンケート及び
実態把握調査の実施

実態把握率

５３％
（令和３年度
アンケート実績）

８０％

（２）マンション管理の適正化に
関する啓発及び知識の普及

マンション管理相談会
やセミナー等の実施

相談会等の
実施回数

１回
（見込み）

１０回

（３）既存マンションが市場で適
正に評価されるための支援

マンション管理計画
認定制度の運用

マンション管理
計画認定制度の
認定件数(棟数)

－ 件 １４０件（棟）

（４）管理不全を予防するための
支援

マンション管理専門家
派遣の実施

専門家派遣制度
の活用件数

－ 件 １２件

※ 実績値＋２７％

※ 毎年１回以上実施

※ 高松市住生活基本計画の目標値と同値

※ 高経年マンションの１０％
（１０年後に築４０年以上：122棟、そのうち、自主管理は約１割）

８

05 目標と具体的な施策展開等【第３章】



05 目標と具体的な施策展開等【第３章】

〇 管理組合
国の基本方針や高松市マンション管理適正化指針に

留意し、国及び本市が講じる施策に協力するととも
に、自らマンションを適正に管理するよう努めます。

〇 区分所有者
管理組合の一員としての役割を十分認識し、管理組

合の運営に関心を持ち、積極的に参加するなど、その
役割を適切に果たすよう努めます。

管理組合・区分所有者

〇 県マンション管理士会や住宅金融支援機構など
法や基本方針の趣旨等を踏まえて、相互に連携を図

り、専門的知見やノウハウを活かした取組を強化しま
す。

マンションの管理適正化に取り組む関係団体等

〇 専門家や管理業者
管理組合等からの相談に応じ、助言等の支援を適切

に行うなど、誠実にその業務を行うよう努めます。

〇 分譲会社
長期修繕計画や修繕積立金等の案を購入者に丁寧に

説明し、理解を得るよう努めます。

専門家・マンション管理業者・分譲会社等

● マンション管理に関係する主体が、相互に連携して取り組めるよう、各主体が担う役割を示します。

〇 高松市
本計画及び国の基本方針等に基づき、計画的に施策を

推進します。

高 松 市

相互に連携

■マンション管理に関わる主体の役割

９



06 高松市マンション管理適正化指針【第４章】

■助言・指導

〇 助言・指導・勧告を行う本市の基準を次頁に示します。

● 本計画の策定により、管理組合に対して、「マンション管理適正化指針」に即した助言・指導・勧告を
行うことが可能となります。

１０
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図
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管理組合

著しく不適切な状態の
管理不全マンション
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06 高松市マンション管理適正化指針【第４章】

■ 基本的方向

・ マンションの区分所有者等で構成される管理組合は、区分所有者等の意見が十分に反映されるよう運営を行う

・ 管理組合は、長期的な見通しをもって、問題に応じ、専門家の支援も得ながら、適正な運営を行う など

■ 本市が管理組合に対して行う助言・指導等の判断基準の目安

１ 管理組合の運営
・ 管理者等が定められていない
・ 集会（総会）が年１回以上開催されていない

２ 管理規約 ・ 管理規約が作成されていない、又は、必要に応じた改正がされていない

３ 管理組合の経理 ・ 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理、適正な管理がされていない

４ 長期修繕計画の
作成及び見直し等

・ 適時適切な維持修繕を行うための修繕積立金が積み立てられていない

・ 長期修繕計画が作成されていない、又は必要に応じた見直しがされていない

● この指針は、管理組合が活動する際の基本的な考え方を示すものです。

※ 赤字が高松市独自基準
（法第５条の２）

※ アンケート結果から、修繕計画を作成しておらず、作成予定も無いマンションがあったことから、今後、これら
のマンションについては、管理不全に陥る可能性があるため、本市の独自基準として追加

１１

● 本市における助言・指導等の判断基準は、国の基本方針に市独自基準を加えたものとします。



06 高松市マンション管理適正化指針【第４章】

■管理計画認定のフロー

〇 「マンション管理センター」が示す申請パターンでは、上記フローのほか、同センターを通さず、本市に
直接申請するパターンがありますが、本市では、同センターによる事前確認があった計画のみの申請を受け
付けることとします。
〇 制度の普及促進や管理組合の費用負担の軽減を図るため、本市への申請手数料は無料とします。
〇 管理計画認定の基準を次頁に示します。

● 管理組合が管理計画の認定を受けるためには、以下のフローに沿って申請を行う必要があります。

１２
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06 高松市マンション管理適正化指針【第４章】

● 本市では、国の基本方針で示されている１７項目を認定基準とします。

■管理計画認定の基準（１７項目）

認定

■ 管理計画認定の基準（１７項目）（法第５条の４）

１３



07 計画の推進に向けて【第５章】

● マンション管理適正化計画の推進に向け、以下の推進体制とし、多様な連携との強化を図ります。

〇 国や県との連携
本計画を着実に実施していくため、国や県の政策を踏

まえるとともに、補助・支援の有効活用や積極的な連携
を図りながら、施策を推進します。

〇 マンション管理に関する関連団体との連携
県マンション管理士会・住宅金融支援機構・マンショ

ン管理センターとの連携を図りながら、各団体が有する
ノウハウの更なる共有・活用により、マンション管理適
正化の取組の拡充を検討します。

〇 他の政策分野との連携
コミュニティ部局・環境部局・福祉部局・危機管理部

局等、本市の関連部署との連携を強化し、計画の推進を
図ります。

〇 本計画の施策を計画的に実行するとともに、今後の社会状況等の変化を適切に捉えながら、施策効果について定
期的に検証を実施し、コンパクト・エコシティ推進懇談会からの御意見も伺いながら、必要に応じて取組内容の見
直しを行うこととします。 １４

国 県

高松市都市整備局（住宅部局）

コミュニ
ティ部局

環 境
部 局

福 祉
部 局

危 機
管 理
部 局

県マンション
管理士会

住宅金融
支援機構

マンション
管理

センター

市内マンション管理組合



08 今後のスケジュール

Ｒ４年 Ｒ５年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月～

マンション管理適正
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